
 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本ユニオンは 2024 年 12 月 23

日に経営側より提案を受けました。 

今提案の実施により、鉄道の安全と

社員の安全、技術力の向上、社員の働

きがいが阻害されてはなりません。 

 提案以降、社員から東日本ユニオン

に多くの疑問等の声が寄せられました。

施策実施にあたっては現場視点での社

員の理解・納得が必要不可欠であるこ

とから、申第 18 号「在来線保線部門

の将来ビジョンの実現に向けた組織の

見直しについて」に関する申し入れを

１月 31日、経営側へ提出しました。 
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「在来線保線部門の将来ビジョンの実現に向けた組織の見直しについて」 

に関する申し入れを提出！ 

 

 

１．入社７年目までの育成プランにおける成果と課題を明らかにすること。 

２．入社７年目以降の社員に対する技術力向上に資する教育の成果と課題を明らかにす

ること。 

３．本施策を実施し、どのように技術力の向上を図っていくのか明らかにすること。 

４．「意欲的に成長できる環境づくりに取り組む」とあるが、具体的な取り組み内容を

明らかにすること。 

５．本施策を実施することで新たに出向が発生するのか明らかにすること。 

６．保線部門における離職防止に向けた考え方を明らかにすること。 

その１ 

「変革 2027」の実現に向けて 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その２ 

 

 

（1）現業機関の見直し 

１．「広範囲に挑戦し活躍できる風土と環境の構築」とあるが「風土」の具体的な内容

を明らかにすること。 

２．「広範囲に挑戦し活躍できる風土と環境の構築」とあるが「環境」の具体的な内容

を明らかにすること。 

３．「広範囲で柔軟な働き方を可能とすることで、やりがいや能力の向上に繋げてい

く」とあるが、施策を実施してどのように「やりがい」や「能力向上」に繋がるの

か具体的に明らかにすること。 

４．保線設備技術センターの業務内容を具体的に明らかにすること。 

５．保線センターの業務内容を具体的に明らかにすること。 

６．保線センターに「企画安全Ｇ」と「計画推進チーム」を設置する理由を明らかにす

ること。 

７．エリアセンターの変更される業務内容を具体的に明らかにすること。 

８．「エリアセンター」と「ＢＡＳＥ」の違いを明らかにすること。 

９．「エリアセンター」と「ＢＡＳＥ」の設置基準を明らかにすること。 

10．保線センターが持つ「エリア保守の責任」の具体的な内容を明らかにすること。 

11．保線センターが持つ「エリア保守の権限」の具体的な内容を明らかにすること。 

（2）業務の融合と連携 

１．「業務の融合により、連携した業務遂行や変革業務、新たな価値の創造といった企

画業務に参画」とあるが「変革業務」の具体的な内容を明らかにすること。 

２．「新たな価値の創造といった企画業務」の具体的な内容を明らかにすること。 

３．「柔軟に専門チームを編成」とあるが「社員の指定」は誰が行うのか明らかにする

こと。 

４．「専門チーム」を担う社員は、保線センターで担務を持ちながら専門チームの業務

を行うのか明らかにすること。 

５．Ａ保線センターからＢ保線センターに「担務変更」になる場合、本人への周知期間

の考え方を明らかにすること。 

６．現在の認定線区におけるに成果を明らかにすること。 

７．現在の認定線区における課題を明らかにすること。また、課題解決に向けた今後の

取り組みを明らかにすること。 

８．「認定線区保守業務の適用エリア」を拡大する「基準」を明らかにすること。 

 

将来ビジョン実現に向けた組織の見直し 

 


